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日吉津村自治基本条例策定委員会（第２3 回）議事録 

 

日時：１1 月２４日（月）午後８時３０分～９時３０分 

場所：役場第１・２会議室 

 

出席者 田中委員長、山崎副委員長、土井委員、松岡委員、西委員、三島委員、

破戸委員、住田委員、田邊委員、河中委員、長谷川委員、松本委員、

高森委員 

   プロジェクト委員…小原委員 

欠席者 山路副委員長、成瀬委員、池田委員、奥田委員、川原委員、井上委員、

建部委員 

事務局 前田課長、高田課長補佐、福井主査、鬼束主事 

 

（事務局） 

 ・事務局としては、策定委員会で十分議論されたものを村長に答申してもら

いたい。委員の皆さんで十分協議してこられたものなので、村長の権限で

変更したりすることはほとんどない。村長自身は策定委員さんの労を考え、

早く成案したいと考えている。議員さんは周知期間が短いことなどから、

さっきのような発言になったと思う。議会の意見は事務局にも出されてい

ない。 

（委員） 

 ・いただいた FAX に「２８日に村長に提言」と書かれていた。それを見てさ

っきのような意見になったのではないかと思う。 

（事務局） 

 ・村長としては、１２月に出したいということを議会に言っている。事務局

としても１２月に出したいという気持ちがあったため、そのように書いて

しまい、申し訳ない。 

（委員） 

 ・今日の議会の話を聞くと、もう少し時間がかかるかなと思う。 

 

○協議 

（委員長） 

 ・議会との意見交換を終えてどのように感じたか。パブリック・コメントで

意見が出たのかどうかも分からないし、自治会説明会で出た意見で反映さ

せなければならないものがあるとしたら、２８日提言は難しいと思う。１

２月にかけて４月に施行したいという事務局の意見は分かるが・・・。条

例案にいれなければならない意見は出たのか。 

（事務局） 
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 ・検討して欲しいという意見は出ている。 

（委員） 

 ・議会のほうはもう一度意見交換会のような場を持ちたいと考えているよう

だった。 

（事務局） 

 ・特別委員会委員長はそうだったが、他の議員さんがそうなのかは分からな

い。 

（副委員長） 

 ・すべての議員さんの意見が一致することはない。私自身は、おおよそのこ

とは理解していただいたと思っている。委員会は委員会としての結論を出

せば良いと思う。 

（委員） 

 ・議員さんも意見をまとめた冊子を持っておられた。それを土俵の上に乗せ 

て、策定委員さんに考えてもらいたいというのを無しにして答申されるの

はどうかという考え方だったと思う。 

 ・議員の意見をまとめたものを出すとは思えない。 

（事務局） 

 ・事務局で議員さんに説明したときにも色々な意見は出た。それを列記した

ものだと思う。そんなに積み上げたものではないと思う。 

（委員） 

 ・文章を読んだときに、表現がおかしいという意見は出ている。 

 ・議員で出た意見をまとめたものをもらって、策定委員会で議論すれば良い

のでは。１２月に間に合わせるかどうかはそれから。必要に応じて臨時議

会なども必要か。村長に答申した後は、村長と議会とのやりとり。 

（委員長） 

 ・１２月に出さないのであれば、それらの議論は１２月中にできる。 

（委員） 

 ・先ほどの議長の意見では、１２月には間に合わない。 

（委員長） 

 ・下口でどのような意見が出るかは分からないが、すべての自治会説明会が

終わらないのに答申はできないと思う。自治会説明会で出た意見と、議員

から出た意見を加味してきちんとしたものを作ることが私たちの責任。 

（委員） 

 ・議会の意見を集約したものをもらって議論しよう。 

（事務局） 

 ・条例案を大幅に変更するような意見は出ないかもしれない。２７日の説明

会が終わってから、１、２回策定委員会を開いて、後は村長が１２月に提

案したい方針ならそれに間に合わせるようになるか。策定委員の方で期間
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的なものも含めてどのくらい議論するか。 

（委員） 

・あと何をするかを決めてから日程的な調整をするべき。富吉の説明会では

条例案に取り込むような意見は出なかった。 

 ・修正が必要な意見は出ないと思う。ある程度準備できるところはある。 

 ・答申する前に中川先生のような専門家に我々の作った最終案をチェックし

てもらってはどうか。 

（事務局） 

 ・島根大学の先生などにも相談はしている。ここは絶対ダメだという意見は

ない。また、ぎょうせいという会社にも相談している。１２月議会に提案

するためには、１２月５日までにすべて準備して議員さんに議案を渡さな

いといけない。 

（委員） 

 ・２７日が終わってから答申するまでに少なくとも１回は議会との意見交換

会は必要では。 

（委員長） 

 ・１２月議会に間に合わせるとなるとプレッシャーを感じる。 

（委員） 

 ・どうしても１２月議会に出したいということなのか。そうでないなら委員

長が言われるように１２月中に答申するように進めていきたい。 

（事務局） 

 ・一度委員長はじめ何人かで村長と話をして方針を決めた方が良い。きわど

いタイミングになってしまい責任を感じている。 

（委員） 

 ・最後まできちんとしたい。 

（委員長） 

 ・村長の気持ちを聞いて、委員の気持ちも伝えて、できれば１２月中にとい

うことをお願いしたい。 

（事務局） 

 ・議会には意見を集約したものをもらうのと、２７日までの結果を示して、

今後意見交換について調整する。 

（委員） 

 ・これまでのまとめたものがあれば、全員と意見交換する必要はないと思う。

決定権のある議員と、委員長ほか数名で十分。 

 ・議員さんが意見をまとめたものを出すのだろうか・・・。検討中となって

いたと思うが。 

 ・検討中なのは議会基本条例の話だと認識しているが。 

（事務局） 
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 ・議員さん２人くらいは必要なら出しても良いというようなことを言われて

いたような気がする。 

 ・出さない理由は無いと思う。冊子があるのだからある程度の意見は集約さ

れていると思う。議員全員の議決を採ったものではないと思うが。議会基

本条例の件についても深くは検討されていないと思う。 

（委員長） 

 ・議会の意見をまとめたものをもらって、２７日が終わったら１度委員会を

開催することでどうか。 

（事務局） 

 ・２８日はどうか。（賛成） 

 

◇次回は、１１月２８日に開催。 

 

○閉会 


